
作成責任者事業名 生徒指導・進路指導総合推進事業 担当部局庁 初等中等教育局

生徒指導室長
郷治　知道

会計区分 一般会計 施策名

事業番号 ００９９

　　　　　　　　　　　　　平成２３年行政事業レビューシート　　　　(文部科学省)

Ⅱ-2　豊かな心の育成

事業開始・
終了(予定）年度 平成12年度 担当課室 児童生徒課

事業の目的
（目指す姿を
簡潔に。3行程

度以内）

いじめ、暴力行為、自殺、不登校などの生徒指導上の問題行動等に対する速やかで適切な対応を図るとともに、就職時の求職者（高校生）と求
人側のミスマッチの改善や高い離職率の問題への対応等、生徒が将来設計の具体化を図ることができるような進路指導の充実を図る。

予算額・
執行額

（単位:百万円）

20年度 21年度

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

いじめ、暴力行為、自殺、不登校、進路指導など生徒指導・進路指導の様々な課題の対応策について調査研究し、地方自治体等において各対
応策を試行的に実践し（委託）、その有効性を検証、改善した上で、モデルとなる対応マニュアルやプログラム等を全国に普及を図るなどの取組
を行う。

実施方法 □直接実施　　　　　　　■業務委託等　　　　　　　□補助　　　　　　□貸付　　　　　　　□その他

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計画、
通知等

不登校への対応の在り方について（通知）H15.5
いじめ問題への取組の徹底についてH18.10

教育振興基本計画（平成２０年７月１日閣議決定）

24年度要求22年度 23年度

予
算
の
状
況

当初予算

繰越し等

計

491 279

279

229

補正予算

0

229

0 0

0

491

執行額 465

執行率（％） 94.70%

20年度 21年度成果指標 単位

％達成度

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

22年度
目標値

（24年度）

・いじめの認知件数に占める、いじめの解消して
いるものの割合

成果実績 ％ 調査中 90%以上

－

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 20年度 21年度 22年度 23年度活動見込

調査研究委託団体数

活動実績

（当初見込
み）

団体数

単位当たり
コスト

委託1件あたりのコスト
5,021,000円／委託件数

算出根拠
単位当たりコスト＝平成22年度委託費決算額461,951千円/調査委託
団体数

―

(                   ) (                )

92

主な増減理由

初等中等教育等振興事業委託費 269百万円 224百万円

費　目 23年度当初予算 24年度要求

委員等旅費 3百万円 1百万円

教職員研修費 5百万円 4百万円

諸謝金 2百万円 1百万円

計 279百万円 229百万円 ※表示単位未満端数の関係で積み上げと計が一致しない場合がある。

平
成
2
3
・
2
4
年
度
予
算
内
訳

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

成果指標 単位

・不登校児童生徒数に占める、指導の結果登校
する又はできるようになった児童生徒の割合

成果実績 ％

達成度 ％

20年度 21年度 22年度
目標値

（　　年度）

調査中 40%以上

－



事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 特記事項

目
的
・
予
算
の

状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
ではないか。

- 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

○ 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。

○ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。

○ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・

使
途

○ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

点
検
結
果

平成２２年度において、「生徒指導等に関する調査研究」とともに、事業を再編し見直しを図ってきた。
生徒指導、進路指導は教科指導とともに、学校教育の根幹をなす重要な要素であり、 いじめ、不登校等、様々な課題に対する対応策につい
て、教育委員会等において調査実践を行う本事業の重要性は非常に高く、今後とも効果的な事業の推進に取り組む必要がある。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

○ 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

- 類似の事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担となっているか

○ 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

一部改善

１．事業評価の観点 ： この事業は、いじめ、暴力行為、自殺、不登校などの生徒指導上の問題行動等に対する速やかで適切な対
応を図るとともに、就職者の求職者（高校生）と求人側のミスマッチの改善や高い離職率の問題への対応等、生徒が将来設計の具
体化を図ることできるような進路指導の充実を図るための調査研究モデル事業であり、予算執行の観点から検証を行った。
２．所　　　　　見 ：この事業は、平成22年度において、事業再編により見直しを行い、平成23年度予算において予算の縮減を図るな
ど一定の見直しを図っている。平成24年度概算要求においても、引き続き事業の効果的・効率的な実施を目指し、コスト縮減等に努
めるベきである。

予算監視・効率化チームの所見

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

当該事業は、平成23年度予算において予算の縮減を図るなどしたが、更なる縮減を行うため、平成２４年度概算要求においては、１件あたりの生徒
指導・進路指導総合推進事業委託の単価及び件数の見直し等により▲49.504百万円を反映した。

補記　（過去に事業仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）



資金の流れ
（資金の受け
取り先が何を
行っているか
について補足
する）（単

位：百万円）

文部科学省
４６５百万円

A.生徒指導・進路指導総合推進事業
都道府県政令都市等全９２機関

４６２百万円

【公募・委託】

B.市区町村等全２８６機関
２１１百万円

【再委託】

　諸謝金　　    　　　　０．５　百万円
　委員等旅費           １．３　　　百万円  含む
  教職員研修費　　 　１．２　　　百万円

（滋賀県の場合）

文部科学省

Ａ．滋賀県
１７百万円

【公募・委託】

　
（生徒指導・進路指導委託事業の実施）

Ｂ．大津市
２．３百万円

Ｂ．近江八幡市
１．９百万円

Ｂ．甲賀市
１．３百万円

Ｂ．竜王町
１百万円

Ｂ．東近江市
１百万円

Ｂ．湖南市
１百万円

Ｂ．彦根市
０．７百万円

Ｂ．日野町
０．６百万円

Ｂ．野洲市
０．６百万円

Ｂ．草津市
０．６百万円

再委託：市町全１０機関　１１百万円

（生徒指導・進路指導委託事業の実施）



金　額
(百万円）

費　目

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる

ように記載）

A.滋賀県 E.

費　目 使　途

再委託費 １０市町 11.0

使　途
金　額

(百万円）

賃金 警察ＯＢ等賃金 3.6

諸謝金 緊急支援専門家等謝金 1.6

その他 印刷製本費、消耗品費等

旅費 緊急支援専門家等旅費 0.7

0.1

0計 17.0 計

B.大津市 F.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

諸謝金 調査研究補助員等謝金 2.0

その他 旅費、消耗品費等 0.3

0計 2.3 計

C. G.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

0計 0 計

D. H.

費　目 使　途
金　額

(百万円）
費　目 使　途

金　額
(百万円）

計 0 計 0



支出先上位１０者リスト
A.生徒指導・進路指導総合推進事業

Ｂ.生徒指導・進路指導総合推進事業

入札者数 落札率支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

企画競争 -

2 大阪府

1 滋賀県 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 17

生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 16

企画競争 -

企画競争 -

企画競争 -

3 山口県 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 14

4 神奈川県 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 11

企画競争 -

6 三重県

5 高知県 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 10

生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 10

企画競争 -

企画競争 -

企画競争 -

7 愛媛県 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 9

8 岡山県 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 9

企画競争 -

9 宮崎県 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 9 企画競争 -

10 岩手県 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 9

業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 大津市 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 2.3 － -

支　出　先

2 近江八幡市 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 1.9

－ -

3 甲賀市 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 1.3

－ -

－ -

－ -

4 竜王町

5 東近江市 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 1.0

生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 1.0

6 湖南市 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 1.0

－ -

7 彦根市 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 0.7

－ -

－ -

－ -

8 日野町

9 野洲市 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 0.6

生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 0.6

－ -10 草津市 生徒指導・進路指導総合推進事業の実施 0.6


	ブランク

